
絵本や紙芝居のおはなしと、おりがみ・手遊び
などの楽しい遊びをしています。
ご家族やお友達などみなさんで、
ぜひおこしください。

【三日月館　おはなしタイム】　
　日時：毎週土曜日　15時～ 15時 30分
　場所：三日月館おはなしのへや
【小 城 館　おはなしかい】
　日時：毎週土曜日　14時 30分～ 15時
　場所：小城館おはなしのへや
【牛津分室　おはなしかい】
　日時：第３日曜日　11時～ 11時 30分
　場所：牛津分室キッズルーム
【芦刈分室　おはなしかい】
　日時：第３土曜日　14時～ 14時 30分
　場所：芦刈分室わしつ

ホームページ  http://library.city.ogi.saga.jp
利用時間  10 時～ 18 時（土、日曜日は 17 時まで）（金曜日は三日月館・小城館は 19 時まで）図書館

たのしいおはなしを聞きにきませんか？

くらしの
情　報

小城市だより 検 索小城市ホームページから

小城市広報番組

小城市広報 Twitter
右記QRコードを読み込んでください。

●「友だち追加」から「小城市」を検索し、「友だち
に追加」ボタンを押してください。

●スマートフォンなどで下記のQRコード（友だち
追加用）を読み込んでください。

小城市広報 ID

＠ogicity

小城市商工観光課 ID

@ogishikankouka

【テレビ】ぶんぶんテレビ

【ラジオ】FM佐賀（77.9MHz）

I♡OGI　毎週木曜日　12時～　55分間放送

市からのお知らせなどを配信しています。

アイラブ　お　　ぎ

［小城市だより］　３月２日（月）～15日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～

各種相談

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6106

毎月第2・4木曜日 三日月町 ゆめりあ

9 ：30～11：30毎月第2・4金曜日 小城町 桜楽館

毎月第1・3水曜日 牛津町 アイル

行政相談
人権相談

☎37・6112

毎月第 1 火曜日 芦刈町 あしぱる

13：30～15：30
毎月第 2 火曜日

市役所別館
（旧三日月農村環境

改善センター）
毎月第 3 火曜日 小城町 桜楽館

毎月第 4 火曜日 牛津公民館

身障者
相談

☎37・6107

毎月第 1 月曜日
市役所別館

（旧三日月農村環境
改善センター）

9 ：00～12：00

毎月第 3 水曜日 牛津町 アイル 10：00～12：00

毎月第 3 水曜日 芦刈町 あしぱる 9 ：00～12：00

毎月第 3 金曜日 小城町 桜楽館 13：30～15：30
消費生活
相　　談

（要予約）
毎週

月・火・水・金曜日
小城市役所

消費生活センター
☎72・5667

9 ：30～16：30

女性総合
相　　談

（要予約）
毎月第 2 水曜日

小城市役所
こども課（西館１階）

☎37・6109
10：00～16：00

精神障害
悩み相談 毎週月曜日 精神保健福祉センター

☎72・4797 10：00～16：00

本丸くん３月巡回表
巡回日 時間 場所
３日（火） 14：00～14：45 ケアハウス　アミジア
１１日（水） 10：15～10：45 西分農村公園
１3日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

１8日（水）
11：20～11：50 赤れんが館
12：00～12：30 遠江（九州コーユー駐車場）

２０日（金）
11：50～12：20 桜楽館（小城保健福祉センター）
12：30～13：00 小城警察署
14：45～15：15 小城市授産場

■�

牛
津
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■�

全
館
休
館
日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

３月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※休館日や閉館後の本・雑誌の返却は返却ポストをご利用ください。
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くらしの
情　報

こんなトラブルにご注意を！！

夜間納税相談

税金は納期内に納めましょう！

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�３月12日（木）・26日（木）
【時　間】�17時15分～20時
【場　所】�税務課（西館1階）　☎37・6104

３月の納期

災害情報の収集方法ご存じですか！

・ogi-shimin@bousai.city-ogi.jpに空メールを送る。
・右記QRコードで読み取る。

【登録の仕方】

「小城市防災行政無線」　☎73・9238
　防災行政無線の放送が聞こえなかった場合、放送から３時
間以内であれば電話で聞きなおすことができます。  

「小城市防災メール」小城市が提供する防災メールです。

　最近、想定外の災害が多くなっています。
急に滝のような豪雨になったり、家の近く
の川が氾濫する被害をよく聞きます。これ
はまさに温暖化がもたらす影響の1つです。
　そして、地域はますます高齢社会となり、独居の
家庭が多くなっています。その結果、災害時に逃げ
遅れたりして、犠牲者が多くなっていると思われま
す。このような温暖化がもたらす、突発的な災害に
対応するためには、地域コミュニティのつながりが
一番有効ではないでしょうか？そのためにも日常的

に地域の方々が、顔を合わせ
る機会を多くしたり、NPO、
地域の高齢者団体、婦人会、
PTAなどのCSO団体が、協働
していくことが重要です。

　そこで今回、温暖化の最新情報と対策など映像を
用いて、わかりやすい温暖化対策セミナーを開催し
ます。

◆日時　3月23日（月）　10時～11時45分
◆場所　小城公民館　２階教養室
◆講師　佐賀県地球温暖化防止活動推進センター
　　　　センター長　橋

はし
本
もと
�辰
たつ
夫
お
さん

◆内容
１．地球温暖化が進むとこんなことになるよ！
２．地球温暖化はなぜ起こるの？
３．少しでも解決するにはどうしたらいいの？
４．地域ではこんなことに取り組もう！

　受講希望の方は、名前・住所・電話番号を電話ま
たはFAXで、下記へお申し込みください。

国民健康保険税（10期）

 消費生活センター（西館１階）　☎7２・５667
　 （月・火・水・金曜日９時30分〜16時30分）

eco 通信エ コ

 特定非営利活動法人　温暖化防止ネット小城事業所  【担当】陣内・坂井　☎97・9363　FAX97・9364

「新生活、賢く引越し」
　春は進学就職、転勤の時期です。引越しをする方
も多くなります。敷金などの初期費用の支払いや家
具家電をそろえたりと新生活にかかる費用もかさ
むだけに、引越し費用はできるだけ抑えたいところ
です。引越しでトラブルに遭わないためのポイント
を挙げてみました。�

◎ 引越しの際は複数の業者に見積もりをもらいましょう。
◎ 依頼者の都合でキャンセルした場合、標準引越運

送約款により、解約料が発生する場合があります。
◎ 引越した後、家具の傷や紛失を発見した場合は、

早めに申し出ましょう。原則として業者の責任は
3か月までです。

◎ トラブルが発生した時は早めに消費生活センター
にご相談ください。

消費生活センターからのアドバイス

温暖化対策セミナーで地域コミュニティの必要性を学ぼう！
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